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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年１２月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２６年５月１８日 ０８時０５分ごろ 

発生場所 千葉県南房総市野島埼東南東方沖７９海里付近 

 （概位 北緯３４°１７.１′ 東経１４１°１７.２′） 

事故調査の経過 平成２６年５月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第二十一たいよう丸、１３５トン 

   ＮＧ１－１２２（漁船登録番号）、大洋エーアンドエフ株式会

社（船舶所有者）、石巻漁業株式会社（船舶借入人） 

   ４７.１７ｍ×８.１０ｍ×３.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、８５３.２kＷ、平成１３年２月２６日 

Ｂ 漁船 第二十一たいよう丸一号艇、１０トン 

   ＮＧ２－２１９４、大洋エーアンドエフ株式会社 

   １４.３５ｍ×４.４９ｍ×１.８１ｍ、軽合金 

   ディーゼル機関、６１０.００kＷ、平成２６年４月２５日 

   第２９２－５０６８４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４３歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成３年６月１３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年４月１８日 

    免状有効期間満了日 平成２８年６月１２日 

  航海士Ａ 男性 ６６歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４５年３月２７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２５年４月２４日 

    免状有効期間満了日 平成３０年５月７日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５７歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免 許 登 録 日 平成２１年５月２９日 

    免許証交付日 平成２６年４月２８日 

           （平成３１年５月２８日まで有効） 
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  甲板員Ｂ１ 男性 ５６歳 

  甲板員Ｂ２ 男性 ２１歳 

   三級海技士（航海）（履歴限定） 

    免 許 年 月 日 平成２５年３月１３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２５年３月１３日 

    免状有効期間満了日 平成３０年３月１２日 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 死亡 ２人（船長Ｂ及び甲板員Ｂ１）、軽傷 １人（甲板員Ｂ２） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 操舵設備、甲板機器及び機関等の濡損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２１人が乗り組み、探索船（以下

「Ｃ船」という。）及び２隻の運搬船（以下「Ｄ船」及び「Ｅ船」と

いう。）と共にまき網漁の船団を組み、平成２６年５月１７日福島県

いわき市小名浜港を出港した。 

 Ｂ船は、Ａ船の搭載艇であり、ふだん、Ａ船の船尾に船首を固定さ

れ、操業時にＡ船から降ろされ、また、Ｃ船も搭載艇（以下「Ｆ船」

という。）を搭載しており、操業時にはＦ船がＣ船から降ろされ、Ｂ

船及びＦ船にそれぞれ乗組員が乗って単独運航されていた。 

 航海士Ａは船団の漁労長を、船長Ｂ及び甲板員Ｂ１はＡ船の甲板員

を、甲板員Ｂ２はＡ船の航海士をそれぞれ兼任していた。 

 本船団は、魚影を探索しながら南進し、１８日０４時２０分ごろ魚

群を探知したが、航海士Ａが、Ａ船が網を積み替えたばかりであり、

また、Ｂ船が新船で、初めての操業だったので、無理をせずに潮の流

れの良い海域で操業しようと考え、すぐに漁網を投入せず、移動する

魚群を追い掛けながら条件の良い海域を求めて東進した。 

 船長Ｂ、甲板員Ｂ１及び甲板員Ｂ２は、０７時００分ごろ海面に降ろ

されたＢ船に乗り移り、０７時３９分ごろ、Ａ船が漁網を海中に投入

し、追尾していた魚群を巻く作業を開始した。 

 Ａ船は、航海士Ａが船橋で操業の指揮を執り、船長Ａ及びＡ船の乗

組員が甲板上で漁労作業を行っており、魚群を巻き終えると、右舷側

から漁網を揚収し始めた。 

Ｂ船は、船長Ｂが操舵室で操船してＡ船の左舷側に移動し、Ａ船の

左舷から繰り出されたＹ字状のワイヤに、Ｂ船から伸ばした直径約５

０mm のえい
．．

航索をつなぎ、甲板員Ｂ１が、船尾甲板の左舷側でえい
．．

航

索の伸出作業を行い、甲板員Ｂ２が、操舵室の右舷側の甲板で、船長

Ｂにえい
．．

航索の伸出状況を伝え、約１０分間で約４００ｍ伸出し、Ａ

船を引く作業（以下「裏こぎ」という。）を開始した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが操舵室に、甲板員Ｂ１が左舷甲板に、甲板員Ｂ２が

操舵室の後ろの右舷甲板にそれぞれ位置して裏こぎを行っていたとこ

ろ、突然、右舷側に傾斜して戻らなくなった。 
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 航海士Ａは、漁網が海面近くまで揚がって来たので、Ｂ船に機関出

力の半分程度で裏こぎを行うように指示して揚網状況を観察していた

が、もう少し出力を上げさせようと思って左舷側を見たところ、船橋

の窓からはＢ船が見えず、水中に一部が漬かったえい
．．

航索だけが見え

た。 

航海士Ａは、窓に近寄って見ると、船首が約３０°右舷側へ横振れ

し、少し右舷側に傾いているＢ船を認め、Ｂ船に無線で危ないと伝

え、船団の全船に救助を行うように指示し、Ａ船の乗組員に船内放送

で状況を知らせたものの、０８時０５分ごろ、野島埼東南東方沖にお

いて、Ｂ船が右舷側へ横転するのを認めた。 

 甲板員Ｂ２は、ハンドレールにつかまっていたが、海に投げ出され

たので泳いでいると、すのこが浮いているのが見えたので、泳いで近

寄り、つかまったところ、Ｂ船の船首にしがみついていた甲板員Ｂ１

を認めた。 

 甲板員Ｂ１は、Ｂ船が右舷側へ転覆し、海に投げ出された。 

 甲板員Ｂ２は、Ｆ船に救助され、続いて甲板員Ｂ１が救助された。 

 航海士Ａは、Ａ船の船橋上方の見張り台に乗組員を配置して救助の

状況を見張るよう指示し、Ｆ船より船長Ｂが見当たらない旨の連絡を

受け、捜索範囲を広げることを考え、救助した２人をＦ船からＤ船に

移送させた。 

航海士Ａは、海に潜ることができる乗組員２人を募ってＦ船に乗

せ、転覆したＢ船の操舵室を捜索させたところ、船長Ｂが発見され

た。 

 航海士Ａは、救助された船長ＢをＦ船からＤ船に移送させ、海上保

安庁に連絡をして、救助用のヘリコプターを要請するとともに、Ｄ船

を陸方へ向けて航行させた。 

 Ａ船は、Ｅ船がＢ船を監視している間に、漁獲を中止し、Ｃ船に裏

こぎを行わせて揚網を行い、その後Ｅ船がウィンチでＢ船を引き起こ

して排水作業を行い、Ａ船の船尾にＢ船の船首を固定して船団の他の

船と共に帰航を開始し、１９時５７分ごろ、千葉県銚子漁港へ入港し

た。 

 船長Ｂ、甲板員Ｂ１及び甲板員Ｂ２は、病院へ搬送され、医師によ

り、船長Ｂ及び甲板員Ｂ１が溺死と検案され、甲板員Ｂ２が右胸部の打

撲と診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ４ 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ 海水温度 約１９.２℃ 

 その他の事項  Ｂ船は、船尾甲板にえい
．．

航索を巻くロープリールが備えられ、船体

中央部の上甲板から高さ約１.４ｍのところに設けられたビットに通

してえい
．．

航索を伸出し、Ａ船の裏こぎを行っていた。 

 本事故時、Ａ船の船橋には、甲板員及び通信長がおり、航海士Ａと
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ほぼ同時にＢ船が傾斜するのを認めた。 

 Ｂ船は、Ａ船に対して約９０°の状態でえい
．．

航索を伸出して裏こぎ

を行っており、傾斜する前に船首が約３０°右舷方向へ横振れしてい

たが、船首が上昇したり、あるいは船体が左右に振られるようなこと

もなく、突然右舷側へ傾斜した。 

 Ｂ船は、右舷側に傾斜をした際、甲板員Ｂ２が操舵室の両舷の扉が

開いていたことを確認していたが、転覆後に船長Ｂが救助されたとき

には、操舵室の扉が、両舷共に閉まっていた。 

 Ａ船は、本事故時、プロペラを停止させていた。 

 航海士Ａは、Ｂ船転覆後、Ｂ船の舵が僅かに左舵を取った状態であ

り、クラッチは中立状態であることを確認したが、傾斜時は、中立状

態ではなかったと思った。 

 甲板員Ｂ２は、本事故時、Ｂ船の機関音を聞き、機関の回転数が上

がっていると思っていた。 

 航海士Ａは、船長Ｂと平成２６年２月から一緒に操業を行ってお

り、船長Ｂの操船について、特に問題を感じていなかった。 

 船長Ｂは、裏こぎの経験が豊富で、他船団での経験もあり、十分な

操船技術を有していた。 

 航海士Ａは、ふだん、裏こぎ中、船長ＢへＡ船を引く機関出力を指

示しており、外力の影響等で指示された機関出力で裏こぎを行うこと

が難しいときには、船長Ｂから無線で困難である旨の連絡が入り、そ

れを考慮するようにしていたが、本事故時、船長Ｂからの連絡はなか

った。 

 航海士Ａは、本事故後、本事故時は漁網が水面近くまで揚がって来

ていてＡ船に掛かる力も少なくなっており、風は南東で、潮流も北北

西であり、裏こぎ中のＢ船の機関出力も半速力程度で、えい
．．

航索も一

部が水中に漬かっている状態であったことから、Ｂ船に大きな外力が

加わったとは考えられず、また、仮に外力が加わって船体が不安定に

なったとしても、通常、裏こぎ中の操船者は、機関の回転を落とすな

どして危険回避措置を採るが、船長Ｂがそうした措置を採った様子が

見られなかったことを疑問に思った。 

 Ｂ船の同型船は、別の会社で裏こぎを実施しており、その会社の担

当者によれば、問題なく、良好に使用されているということであっ

た。 

 Ｂ船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

 Ｂ船は、野島埼東南東方沖において、Ａ船の左舷から繰り出された
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ワイヤにえい
．．

航索をつないでＡ船の裏こぎ中、船首が右舷方向に横振

れした際、えい
．．

航索で横引き状態となったことから、右舷側に傾斜

し、転覆したものと考えられる。 

Ｂ船は、転覆後の舵が僅かに左舵を取った状態であり、本事故時に

甲板員Ｂ２が機関回転数の上昇音を聞いていることから、船首が右舷

方向に横振れした際、船長Ｂが、船首方向を変えようと左舵を取って

増速し、えい
．．

航索で横引き状態となった可能性があると考えられる

が、船長Ｂが死亡したため、Ｂ船が傾斜するに至った状況を明らかに

することはできなかった。 

原因  本事故は、野島埼東南東方沖において、Ｂ船が、Ａ船の左舷から繰

り出されたワイヤにえい
．．

航索をつないでＡ船の裏こぎ中、船首が右舷

方向に横振れした際、えい
．．

航索で横引き状態となったため、右舷側に

傾斜し、転覆したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・裏こぎ中の船舶の操船者は、えい
．．

航索が横引き状態とならないよ

う、常時船首方向を修正すること。 

・裏こぎ中の船舶の乗船者は、救命胴衣を着用することが望まし

い。 

 


